
 

令和８年度募集要項 

館林市市民活動推進事業補助金 
１．補助金の趣旨                                                      
 市では、地域の課題解決やまちづくりなど、市民活動団体が取り組む 

公益的な活動を支援するため、事業に必要な経費の一部を補助します。 

 

２．申請できる団体の条件                             

 以下の条件をすべて満たしている団体が申請できます。 

 ⑴ 活動の拠点が市内にあり、主な活動の場が市内であること 

 ⑵ ５人以上の構成員がいて、過半数が市内に在住、在勤、又は在学する者であること 

 ⑶ 団体の運営規則があり、会計処理が適切に行われていること 

 ⑷ 営利を目的としていないこと 

 ⑸ 宗教活動及び政治活動を目的としていないこと 

 ⑹ 館林市暴力団排除条例第２条第１号に該当していないこと 

  

３．対象となる事業                                

 市民活動団体が自主的かつ自発的に市内で行う、主に市民を対象とした、以下の種類の

事業が対象です。ただし、以下のような事業は対象外となります。 

・当該年度に国、県、市の補助を受けている、又は受ける予定がある事業 

・団体の会員や構成員のみが参加する、又は受益者となるような事業 

・団体の会員や構成員の収益が目的の事業 

 ⑴ 保険、医療又は福祉の増進       ⑽ 国際交流、多文化共生 

 ⑵ 社会教育の推進            ⑾ 男女共同参画の推進 

 ⑶ まちづくりの推進           ⑿ 子どもの健全育成 

 ⑷ 観光の推進              ⒀ 情報化社会の発展 

 ⑸ 学術、文化、芸術又はスポーツの推進  ⒁ 科学技術の振興 

 ⑹ 環境の保全              ⒂ 経済活動の活性化 

 ⑺ 災害救援活動             ⒃ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充 

 ⑻ 地域安全活動             ⒄ 消費者の保護 

 ⑼ 人権の擁護又は平和の推進       ⒅ その他市長が公益的と認めた事業 

 

４．補助率及び補助限度額                             

 補助率は補助対象経費の２分の１、補助限度額は１事業当たり２０万円です。ただし、

協賛金、事業収入、助成金等の収入によって充当される支出は補助対象外となります。 

複数の事業を申請することも可能ですが、当該年度１団体当たりの上限額は３０万円と

なります。 

原則として事業終了後（事業報告完了後）の交付となります。ただし、必要と認める場

合は、交付決定額の２分の１を限度に概算払いで交付します。 

 
市民による市民のための

活動を応援するぽん♪ 
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５．申請時に提出する書類                             
 下記の書類を提出してください。様式は窓口やホームページから入手できます。 

⑴ 館林市市民活動推進事業補助金交付申請書（別記様式第１号） 

 ⑵ 事業計画書（別記様式第２号） 

 ⑶ 団体概要説明書（別記様式第３号） 

 ⑷ 事業収支予算書（別記様式第４号） 

６．補助対象となる経費                               

 以下の表のとおりとなります。補助対象経費に該当する支出でも、品質や費用対効果を

考慮し、事業実施に必要な範囲を超えると判断された場合には補助対象外経費となります。 

 申請から補助決定までの間に支出した経費については、原則補助対象になりません。 

対象項目 内容・具体例 

報 償 費 外部の講師、指導者などへの謝金のうち、※100,000円までが対象となります。

申請団体の会員が講師、指導者になる場合は対象外になります。 

旅 費 交 通 費 外部の講師、指導者などの旅費・交通費が対象となります。（申請団体の会員の

旅費、交通費は対象外です）自家用車の燃料代や、長距離のタクシー移動などは

対象外となります。移動には、できる限り公共交通機関を利用してください。宿

泊費は、※8,000円までが対象となります。 

消 耗 品 費 長期間の使用ができないものが対象となり、事務用品・物品等の購入費が該当に

なります。ただし、申請団体の会員やイベントスタッフが着用する物品（Tシャ

ツ、帽子など）については、1着当たり※1,000円までが対象となります。 

材 料 費 食材や木材など加工して利用するものが対象となります。 

食 糧 費 5 時間以上の事業運営を行う協力者(ボランティアなど)に対して食事や飲み物

を提供する際の費用が対象となります。1人当たり※500円までが対象となりま

す。申請団体の会員の食糧費は対象外となりますので、食糧費を計上する場合は

配布者の名簿の作成をお願いします。 

印 刷 製 本 費 広告物(チラシ、ポスター等)の作成、印刷費用が対象となります。広告物に必ず

本補助金を活用した事業であることを明記してください。 

1事業あたり、※100,000円までが対象となります。 

使用料・賃借料 イベントなどで使用する施設使用料、物品の賃借料が対象となります。電話の通

話料やパソコン使用に係る経費は対象外となります。1事業あたり、※20,000円

までが対象となります。 

送      料 物品を購入した際の送料が対象となります。1事業あたり※3,000円までが対象

となります。 

保 険 料 イベント開催時などに必要なボランティア保険などが対象となります。 

備 品 購 入 費 長期間の使用が可能なものが対象となり、活動に必要不可欠な備品購入費(パソ

コン・プリンター・カメラ等)のうち、※30,000円までが対象となります。 

※ 実際に交付される金額は補助対象経費の２分の１(千円単位)の額となります。 
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７．受付期間及び提出先                                 

 受付期間：令和８年４月１日（水）～４月２４日（金） 

 提 出 先：館林市役所共生社会推進課（１階１４番窓口） 

期間内の申請を審査し、交付・不交付を決定します。必要書類に不備がある場合は、訂

正をお願いしますので、期間には余裕を持って（実施事業日の２ヶ月前を目安として）申

請書を提出してください。予算の状況によって再度募集する場合もあります。その際には、

市ホームページに掲載いたします。 

 

８．交付（不交付）決定                              
 市から交付（不交付）決定通知書（別記様式第５号）が送付されます。 

 

９．事業報告                                   

 事業完了後１か月以内又は当該年度末のいずれか早い時期までに事業実績を報告してく

ださい。報告の際には下記の書類を提出してください。 

 ⑴ 事業報告書（別記様式第６号） 

 ⑵ 事業収支決算書（別記様式第７号） 

 ⑶ 領収証（補助対象外経費も含む） 

 ⑷ 事業写真（事業の様子がわかるもの） 

 ⑸ 成果品（チラシ、ポスター、事業で作成したものなど） 

  

10．補助額の確定                                 

 報告内容を審査し、館林市市民活動推進事業補助金額確定通知書（別記様式第８号）に

て通知します。 

 

11．補助金の請求及び交付                             

 通知を受け取り次第、館林市市民活動推進事業補助金請求書（別記様式第９号）にて請

求を行ってください。補助金が指定の口座に振り込まれます。（振り込みにはお時間をいた

だきます。） 

 

12．補助金の概算払請求                                                        
 概算払請求をする場合は、館林市市民活動推進事業補助金概算払請求書（別記様式第１

０号）を提出してください。市が事業の開催又は継続のために概算払の必要性があると判

断した場合に限り、補助金の交付予定額の２分の１以内で概算払いをします。 

 

13．その他、注意事項                               

 ⑴ 補助金は、予算の範囲内で交付しますので、全ての申請に対応できない場合があり

ます。 

 ⑵ 複数年度にまたがって行う事業は、４月１日～３月３１日の年度内期間で区切って

申請を行ってください（年度をまたぐ申請はできません）。 
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 ⑶ 事業の実施にあたっては、本補助金を活用して行う事業である旨の広報を行ってく 

ださい。 

 ⑷ 事業実施の際には、必ず報告のための領収証、写真、資料を保管してください。 

   領収書などが無い場合は補助対象外経費になる可能性があります。 

 ⑸ 交付決定時の事業内容と実施内容が大幅に異なる場合は、補助金の交付決定を取り

消すことや、交付済みの補助金を返還していただくことがあります。 

 ⑹ 事業を中止する場合には、中止の決定後すみやかに館林市市民活動推進事業補助金

申請取下書（別記様式第１１号）を提出し、申請の取り下げを行ってください。すで

に準備などが始まっていて、費用が発生している場合にはご相談ください。準備段階

のやむを得ない支出は、補助対象となる可能性があります。 
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記載例１ 館林市市民活動推進事業補助金交付申請書（別記様式第１号）   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項                                

１ 事業開始後の申請はできませんので、必ず事業開始前に申請してください。ただし、

通年で行う事業については開始済みの事業でも申請可能です（申請前の支出は補助対象

外となる場合がありますので、事前にご相談ください）。 

 

２ 「事業収支予算書（別記様式第４号）」の補助対象経費額を記入してください。 

 

３ ２の補助対象経費の２分の１又は 200,000円のいずれか少ない金額を千円単位（千円 

未満切捨）で記入してください。 

１ ２ 

３ 
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令和８年 4 月 1 日 

令和８年 4 月 1 日～令和９年 3 月 31 日 



記載例２ 事業計画書（別記様式第２号）                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項                                     

１ 事業の目的や事業内容、開催場所を簡潔に記入してください。 

 

２ スタッフの役職、名前、役割、市内在住・在勤の有無などを記入してください。会員

名簿などを別紙で提出することも可能です。 

 

３ 定期的な事業の場合の例です。単発のイベントの場合は、「５月：打ち合わせ、６月：

イベントの周知、７月：事業開催」など準備段階のスケジュールも含めて記入してくだ

さい。スケジュール表等を別紙で提出することも可能です。 

 

４ 申請事業を行うことにより、「誰に対して」「どのような効果が期待できるか」を中心

に記入してください。 

 

５ 今後の事業拡大や人員確保の計画等を記入してください。 

１ 

２ 

３ 

５ 

４ 

全てのこどもたちに等しく学びの場を提供することを目的とした事業です。生まれ育った家庭環境

に関わらず、どんなこどもたちにも等しく学習し、成長する機会を与えるために、学校の授業の進

捗状況に応じて教科書を教材として学習サポートを行います。 

開催場所：城沼公民館 

 

【会長】館林 太郎（市内在住）、【副会長】協働 二郎（市内在勤） 

【正会員】城町 三郎、花山 四郎（市内在住）、尾曳 五郎（市内在住） 計５名 

（学生ボランティア）学生 太郎、大学 二郎、高校 三郎 計３名 

会員２名が持ち回りで講師を担当し、ボランティアにお手伝いしてもらいます。 

 

毎月第１．第３水曜日の１９時から２１時の間、城沼公民館の１室を借りてこども学習教室を

開催します。 

 

家庭の事情で塾に通うことができないこどもたち向けの学習教室を開催し、こどもたちに学びの

機会を与えることで学習環境の是正に貢献する効果が期待できます。 

 

 
本事業の活動を広く知ってもらい、学習サポートのボランティアスタッフをしたい大学生、社会

人の加入を増やし、より多くのこどもたちを手助けできるようにしていきたいと考えています。 
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記載例３ 団体概要説明書（別記様式第３号）               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項                                     

１ 会員は５人以上かつ過半数の市内在住、在勤者、在学者が必要です。  

 

２ 団体の今までの活動実績や結成の時期、経緯などをご記入ください。 

  また、団体の運営規則などのご提出もお願いいたします。 

 

３ 本補助金の他に申請している、又は申請予定の補助金・助成金がありましたらご記入

ください。 

 

１ 

２ 

３ 
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令和８年現在 



記載例４ 事業収支予算書（別記様式第４号）              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項                                     
１ 収入は、(a)館林市市民活動推進事業補助金、(b)自己資金、(c)寄付金、(d)協賛金、 

(e)事業収入、(f)助成金に分類して記入してください。 

また、ここでは「対価が発生しない寄付＝(c)寄付金」、「対価が発生する寄付＝(d)協賛

金」とします。 

 

２ (a)館林市市民活動推進事業補助金の額は、以下の計算式で求められます。 

［計算式］Ａ、Ｂのいずれか少ない金額を記入してください。 

Ａ｛(h)合計(①＋②)－（(d)協賛金＋(e)事業収入＋(f)助成金）｝×1/2 

Ｂ (g)小計①×1/2               ※それぞれ千円単位（千円未満切捨） 

ただし、20万円を超える場合は 20万円と記入してください。 

 

３ 支出は、２ページの表を参考に補助対象経費と補助対象外経費に分けて記入してくだ

さい。また、(d)協賛金、(e)事業収入、(f)助成金を利用して購入する予定のものについ

ては、すべて補助対象外経費の欄に記入してください。 

３ 

１ 

２ 
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記載例５－１ 事業報告書（別記様式第６号）                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項                                     
１ 事業収支決算書（P１０記載例６）の「合計（①＋②）」の額を記入してください。 

 

２ 活動日などが枠内に収まらない場合は、概要のみ記入し、詳細は別紙（書式自由）に

記入して提出してください。（記載例５－２） 

 

２ 

１ 
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令和９年３月２０日 

令和８年４月 １日から 
令和９年３月１９日まで 



記載例５－２                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※書式は自由です。団体で利用している報告書などをご利用ください。報告内容が事業報

告書の枠内に収まる場合は、別紙を提出する必要はありません。 
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記載例６ 事業収支決算書（別記様式第７号）               
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項                                     

１ 実際の収入を記入してください。(ｂ)小計(①)の金額が申請時より少なくなった場合

は、(a)館林市市民活動推進事業補助金の金額も少なくなります。 

※(a)は、交付決定通知書の交付予定額を超えることはありません。計算方法は８ページ

の注意事項２参照。 

 

２ 実際の支出を記入してください。申請時の金額の範囲内ならば、科目間で金額の移動

が可能です。 

 

３ (ｂ)小計(①)が申請時の金額を超過した場合は、超過分をすべて補助対象外経費とし

て記入してください。その際は、科目名のうしろに「（超過分）」と記入してください。 

１ 

２ 

３ 
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記載例７ 館林市市民活動推進事業補助金請求書（別記様式第９号）    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項                                     
１ 請求書には押印が必要です。団体印および代表者印を押してください。 

 

２ 通帳などの口座の詳細がわかるものが必要です。受付時に記入内容の確認を行います。 

１ 

２ 
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印 

令和９年３月２７日 



記載例８ 館林市市民活動推進事業補助金概算払請求書（別記様式第 10号）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項                                     

１ 請求書には押印が必要です。団体印および代表者印を押してください。 

   

２ 申請団体の経済状況についてヒアリングを行った結果、概算払いによる交付がなけれ

ば、申請事業の開催又は継続が困難であると判断された場合のみ概算払いを行います。

概算払いの上限額は交付決定額の２分の１になります。 

 

３ 通帳などの口座の詳細がわかるものが必要です。受付時に記入内容の確認を行います。 

２ 

１ 

３ 
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印 

令和８年８月２０日 



記載例９ 館林市市民活動推進事業補助金申請取下書（別記様式第 11号）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

注意事項                                     
① コロナウイルス感染症の影響など、やむを得ず事業を中止する場合は、中止を決定し

た日から起算して１か月以内に館林市市民活動推進事業補助金取下書を提出し、申請の

取り下げを行ってください。 

 

１ 
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令和８年７月１７日 

令和８年５月１５日 

令和８年８月１日～令和８年８月２７日 



 

申請から交付までの流れ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
①  受  付 
 令和８年４月１日（水）～４月２４日（金） 
 
② 申  請 
 申請を行う際には事前にご相談していただいたうえで、受付期間内に申請書を提出して
ください。 
 
③ 審  査   
 事業の公益性、先進性、市民への波及効果などを基準に審査を行います。 
 
④ 交付決定 

 審査の結果を通知します。 
 
⑤ 事業実施 
 事業を実施する際は、報告用に領収証、写真、成果品を保管してください。 
 
⑥ 報  告 
 事業終了後１か月以内、又は年度末日のいずれか早い日までに実施内容を報告してくだ
さい。 
 
⑦ 金額確定 

 報告内容を審査し、最終的な交付金額を確定し、通知します。 
 
⑧ 請  求 
 通知を受け取り次第、すみやかに請求を行ってください。 
 
⑨ 交  付 
 補助金が指定の口座に振り込まれます。 
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申 請 団 体 

お問合せ 

館林市役所共生社会推進課地域づくり係 

電話番号：0276-47-5121（直通） 

E-mail  ：kyousei@city.tatebayashi.gunma.jp 

参考ページ P5~8 P9~11 P12 
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